
 

 

 

 

 

北朝鮮の衛星打ち上げを目的とする弾道ミサイル技術を 

使用した発射に対する知事コメント 

 

２０２４年５月２７日、北朝鮮が衛星打ち上げを目的とする弾道

ミサイル技術を使用した発射を強行したが、発射から数分後に、黄海

上空で消失し、宇宙空間への何らかの物体の投入はされていないも

のと推定される。 

 

弾道ミサイル技術を使用した発射は、平和と安全を損なう重大な

挑発行為であり、極めて深刻かつ重大な脅威であって、断じて容認で

きない。 

弾道ミサイル技術を使用した発射は、明白な安保理決議違反であ

り、航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題のある行為で

あるため、北朝鮮に対して、厳重に抗議するとともに、強く非難する。 

  

政府には、国際社会と連携して、北朝鮮に対し断固とした措置を 

とるよう強く要請する。 

  

本県としては、引き続き、県民の生命、財産を守るため、安全、  

安心の確保に努めていく。 

 

               ２０２４年５月２８日 

愛知県知事 大村秀章 

２０２４年５月２８日（火） 
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